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審議会等の会議結果報告 

1 会議名 第 3 回津市廃棄物減量等推進審議会 

2 開催日時 
平成 29 年 3 月 23 日（木） 

午後 2時から午後 4 時まで 

3 開催場所 津市リージョンプラザ 2Ｆ 第一会議室 

4 出席した者の氏名 

（津市廃棄物減量等推進審議会委員） 

伊藤 武生、酒井 俊典、鈴木 堅之、高橋 良雄、 

西村 顕、原田 日出夫、平松 崇己、 澤 昭子、 

米田 智彦、中西 友恵 

（事務局） 

環境部長 蓑田 博之 

環境施設担当理事 伊藤 順通 

環境部次長 吉田 雄仁 

環境政策担当参事（兼）環境政策課長 小畑 種稔 

環境政策担当参事（兼）環境事業課長 藤牧 和弘 

環境政策課資源循環推進担当主幹 別所 英幸 

環境政策課資源循環推進担当副主幹 淡島 智紀 

環境政策課資源循環推進担主事 川原田 隼也 

環境部環境施設課ごみ資源化施設・最終処分場担当副参事

（兼）リサイクルセンター所長・一般廃棄物最終処分場所

長 石黒 司一 

環境施設課ごみ焼却施設担当副参事（兼）西部クリーンセ

ンター所長・クリーンセンターおおたか所長 野田 和広

環境事業課 調整・管理担当主幹 西澤 幸生 

下水道総務課生活排水推進担当副参事 小畑 雅士 

国際航業株式会社 井土將博 吉岡宏樹 本間友香里 

5 内容 

1 市民及び事業所アンケート調査結果の報告 

2 ごみ処理基本計画の基本方針及び各主体の役割 

3 生活排水処理基本計画の基本方針及び各主体の役割 

4 その他 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0 

8 担当 

環境政策課資源循環推進担当 

電話番号 059-229-3141 

Ｅ-mail  229-3139@city.tsu.lg.jp
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・議事の内容   下記のとおり 

＜事務局＞ お待たせいたしました。定刻より早いですが、皆さんお集まりというこ

とで、ただ今より、平成 28 年度第 3 回津市廃棄物減量等推進審議会を開

催させていただきます。委員の皆様には、大変お忙しい中、年度末の中、

ご出席を賜りまして、誠に有難うございました。議事に入るまでの間、進

行役を務めさせていただきます、環境政策課の別所といいます。よろしく

お願いします。 

まず、欠席者の報告をさせていただきます。本日ですが、片野宣之様、

西村房和様、南有哲様、におかれましては、所用のため、御欠席とのご報

告を頂いております。 

それでは、会議の開催にあたりまして、環境部長の方から挨拶をします。

＜事務局＞ 失礼いたします。環境部長の蓑田でございます。 

本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、有難うございます。

今回で、もう 3 回目ということで、大変お世話になっているところでござ

います。 

さて、この一般廃棄物計画でございますが、1 回目、2 回目におきまし

て、いわゆるごみの関係と生活排水の関係、今、津市の状況がどんな感じ

になっているのかというところをお示しさせていただきながら、そんな中

で、皆さんお気づきのところ、色々ご意見をいただいているところでござ

います。 

今回は、この事項書にもありますように、それに加えまして、市民アン

ケートというのも実施いたしました。それの集計ができましたので、その

アンケートで市民の皆さんがどのように思っているのかを情報提供させ

ていただきながら、2回の審議を踏まえ、今度の計画の方向性はこんな感

じかなというところを、事項書にありますように、実をいうと今までのご

議論やアンケートがありますので、ちょっと事務局の方でたたき台という

ふうな形で整理をさせていただいておりますので、アンケートの報告の

後、委員の皆さん、色々、ご審議をいただけたらなと思っております。 

本日もお忙しいところ有難うございます。よろしくお願いいたします。

＜事務局＞ それでは、最初に本日の予定でございますが、会議につきましては、概

ね１時間半～2 時間程度と考えております。 

ではまず、会議を始めます前に、資料の確認をさせていただきたいと思

います。 
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まず、事前にお配りしました「基本方針」と「各主体の役割」、あと「ア

ンケート調査結果の報告」というのは、お持ちいただいておりますでしょ

うか。もし、お忘れであれば、何部か印刷はしておりますので。それと、

机の上に置かせていただきました「津市一般廃棄物処理基本計画」の素案

ということで、前回までは、検討資料という形になっていたものを、今回

から、素案という形で、これを基にして、進めていきたいなと思いますの

で、こちらの方、よろしかったでしょうか、無い方っておみえになかった

でしょうか。 

そうしましたら、続きまして、会議の成立ですが、会議の成立のご報告

を申し上げます。本日の審議会ですが、委員 13 名中 10名のご出席をいた

だいておりますので、過半数を超えております。「津市廃棄物の減量及び

処理等に関する条例」第 29 条第 2 項の規定により会議が成立しているこ

とをご報告いたします。 

なお、前回に引き続きまして、本審議会につきましては、「津市情報公

開条例」第 23 条の規定に基づきまして、公開審議となりますので、ご了

解いただきますようお願いいたします。また、審議内容につきましては、

録音させていただくとともに、会議の議事録につきましては、津市のホー

ムページ上で公開させていただきますので、併せてよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、「津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例」第 29 条により、

会長が議長を務めていただくことになっておりますので、ここからは、酒

井会長に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

会長 

（酒井委員）

それでは、酒井ですけれども、年度末の本当にお忙しい中、お集まりい

ただきまして、どうも有難うございます。 

今、お話ありましたように、本日、事項書にありますアンケートと、そ

れから、基本方針ということで、今まで議論してきていただいたのに加え

て、市民の、或いは、事業所の皆さんからいただいたアンケートを基に、

津市が今後どうしていくかということを議論していただければと思いま

すので、忌憚無いご意見をいただければ有り難いと思います。よろしくお

願いいたします。座って進行させていただきます。 

それでは、まず、議事に入ります前に、議事に署名する人を選出したい

と思います。出席者の名簿順ということで、「鈴木堅之委員」よろしいで

しょうか。 

鈴木委員 はい。 
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会長 それと「西村顕委員」よろしいでしょうか。 

西村顕委員 はい。 

会長 この 2名の方に署名をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

そうしましたら、事項書に沿いまして、審議を始めていきたいと思いま

す。みなさん、机の上に、基本計画の素案というのが置いてあると思うの

ですが、これ、修正点等があるそうなので、事務局の方からご説明いただ

けるので、よろしくお願いします。 

＜事務局＞ それでは、「津市一般廃棄物処理基本計画（素案）」につきまして、前回

ご指摘いただきました点を中心に修正点についてご説明させていただき

たいと思います。座ってご説明させていただきます。 

まず、最初に 15 ページをご覧下さい。15 ページには、(2)水環境、水

質保全に関する状況について、表 2-3 に河川の環境基準達成状況という表

を載せております。前回、平成 26 年度のデータを載せておりましたけれ

ども、最新のデータに更新すべきというようなご指摘をいただきましたの

で、平成 27 年度 3月の、それぞれの水域名における 27 年度のＢＯＤ値に

ついての基準値の達成状況について、まとめているような状況です。27

年度 3月時点におきましては、それぞれの水域において基準値以下という

ふうになっておりますので、達成しているということで、表現をしていま

す。 

続きまして、37 ページをご覧下さい。37 ページ、38 ページ及び 39 ペ

ージについてですが、グラフをご覧下さい。図 3-5 につきましては、平成

21 年度以降、粗大ごみの収集を行っておりませんので、前回、グラフの

中で 0という数字がありましたが、こちらは 0 ではなくてハイフンで表現

をしております。同じく 38 ページにおきましても、図 3-6 については、

家庭系ごみの原単位の数値ですので、粗大ごみの量をハイフンで 21 年度

以降は表現しております。39 ページ目においては、事業系ごみにつきま

して、20 年度以降はハイフンで表現しているということで修正を行いま

した。 

最後に 55ページ目をご覧下さい。55 ページ目については、ごみ処理の

課題整理を示しております。文章の内容を変更させていただいた点があり

ます。 

(4)最終処分についてです。最終処分の部分で変更している部分は、下

から 3 行目の部分です。読み上げますと、『残余容量の確保と適切な維持
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管理を実施し、安全な施設運営を推進していくとともに、本計画期間内に

おける第 2 期工事の必要性について検討していく必要があります。』とい

うふうに明記しております。今、津市一般廃棄物最終処分場においては、

平成 28 年 3 月に稼動したばかりであります。今回の最終処分場について

は、2 期の施設となっておりまして、現在 1 期目が稼動しているというよ

うな状況です。なので、2 期目の工事について、今回の計画期間内におい

ての必要性について検討していくべきだということを新たに明記させて

いただきました。 

以上が大きく変わった点であります。 

会長 有難うございました。 

ということで、まだあるのですか。 

＜事務局＞ 大丈夫です。もうこれで全部です。 

会長 よろしいですか。 

前回までの中で色々とご意見いただいて、それに基づいた形で修正いた

だいたのですが、修正が 15 ページ、これは、付け足したことになってい

る。 

＜事務局＞ そうですね。表現を変えた。 

会長 それと 37～39 ページに関しては、ハイフンに変えて、収集を行ってい

ない部分は、0 ではなくてハイフンにしたという。 

それから、55 ページに関しては、中間処理と最終処分の箇所の表現を

変えたというようなご説明だったのですが、いかがでしょうか。 

米田委員 すみません。15 ページ表なのですけれど、ここの雲出川の分のところ

の、ここだけ記号が 0.5 のところが、これは、これでよろしかった。 

＜事務局＞ これは、0.5 以下というところなので。 

米田委員 他のやつも 0.5。1以下とか。 

＜事務局＞ はい。 

  

米田委員 これで、いいのですか。 
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会長 測れないということなのですか。 

  

＜事務局＞ そうです。これ以下の数値であるという。 

会長 これ以下で測れないという意味でこうなっているのですが、これだと、

わからないですよね。0.5 以下とも、意味が違うのですよね。一緒なんで

すか。 

＜事務局＞ ちょっと意味は確認します、そこは。 

会長 他いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

これ、今後、あれですよね。検討するのですよね。 

＜事務局＞ これをベースに。 

会長 これをベースに検討していく話になると思うので、また、今後も出てく

ると思いますので、その時に、また色々ご意見いただけるかと思う。今ま

での、皆さんのご意見をちょっと修正していただいたというふうにご理解

いただければ。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、先に進めさせていただきまして、本題の方に入ってい

きたいと思います。事項書を見ていただきたいのですが、本日、アンケー

ト結果とそれから基本方針ということで、大きく 2つになります。 

まず、1 番目の「市民及び事業所アンケート調査結果」ということで、

アンケートの項目等を色々と検討していただいたのに基づいて、市民の

方、事業所の方からアンケートいただいたのを集計していただいたもの

が、この報告書に挙がっていると思いますので、これについて、すみませ

んが、ご説明よろしくお願いします。 

＜事務局＞ それでは、「津市一般廃棄物処理基本計画策定に向けたごみ処理に関す

る市民アンケート調査結果報告書」をご覧下さい。 

まず、ページを開けていただきますと、目次がございます。大きく分け

て 3 つあります。1 番「調査結果の概要」、2 番「調査結果」、3 番「調査

に関する考察」について、それぞれまとめております。 

1 ページ目をご覧下さい。1 ページ目は、アンケート調査の概要という

ことで、調査項目について、一覧でまとめております。 
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2 ページ目をご覧下さい。2 ページ目は、調査仕様と回収数・回収率に

ついてまとめています。調査仕様については、こちらに表記しているとお

りでして、対象期間は平成 29 年 1 月 4 日から平成 29 年 1 月 27 日となっ

ておりまして、調査対象は平成 28年 12 月 13 日現在の市内在住の 20 歳以

上の男女 1,000 人を対象にしました。回収数・回収率につきましては、発

送数は 1,009 通になりまして、地区別発送数は、津地区が 565通と 56.0％

を占めております。有効発送数については 1,003 通ありまして、回答数が

509 通、回答率は 50.7％となりました。 

続いて 3 ページ目をご覧下さい。2 番、アンケート調査結果です。 

（1）回答者の属性ですが、『男女比』につきましては、「女性」が 56.7％

という値となりました。 

設問 2 番、『年齢』について質問しておりますが、最も高い割合が「70

歳以上」、続いて「60 代」、「40 代」というふうになりました。 

4 ページ目をご覧下さい。『職業』について質問しておりますが、最も

高い割合については、「会社員、こちら公務員含む」が 28.8％、次いで、

「無職」という割合が高くなっております。 

続いて 5 ページ目をご覧下さい。『世帯人数』について質問を行ってお

ります。こちらについては「2 人世帯」、「3 人世帯」という世帯が約半数

を占めているというような状況です。 

続いて 6 ページ目です。『住まいの地域』について質問しております。

最も多いのが、「津地域」の 58.4％というふうになっております。こちら

は、概ね発送数と同程度の割合ではないかというふうに考えております。

続いて 7 ページ目をご覧下さい。（2）ごみについての課題についてです。

設問 6『ごみについて１番の課題は何だと思いますか』という質問に対し

ては、最も高い割合は、1 番の「大量生産・大量消費・大量廃棄等の生活

様式」、次いで、「ごみを排出する市民や事業所の意識」ということが、高

い割合を占めております。 

続いて 8 ページ目です。『どのような対応が最も重要であると思います

か』という質問に対しては、最も高い割合が、1 番の「ごみの排出そのも

のを減らすことに取り組むべき」、次いで、「ごみの問題に関心をもつべき」

が高い割合を占めています。 

続いて 9 ページ目をご覧下さい。設問 8『現在のごみの分別区分につい

てお伺いします』というような質問に対しては、最も高い割合は、2番の

「現状の分別区分でよい」が 64.1％を占めております。次いで、「分別区

分を集約すべき」が 19.8％を占めております。 

続いて 10 ページ目です。10 ページ目の設問 9『あなたのごみの減量や

リユース・リサイクルの行動についてお伺いします』というところで。順
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番にいきますと、1 番の『ごみを出す日・時間を守っている』については、

「いつもしている」が 95.9％と最も高い割合を占めております。2 番の『資

源物の分別をしている』も「いつもしている」が最も高い割合。『食べ残

しをしないようにしている』が「いつもしている」が 68.0％。『生ごみは

水切りをしている』は「いつもしている」が 84.7％。『生ごみを堆肥化し

ている』につきましては「まったくしていない」が 61.0％の割合を占め

ております。『リターナブルびんは販売店で引き取ってもらっている』に

ついては、「まったくしていない」が 49.6％を占めております。『修理・

修繕し、物を大切にしている』については、「いつもしている」が 45.5％、

「たまにしている」が 36.9％というふうになっております。『不用になっ

た物を譲ったりしている』については、「たまにしている」が 44.3％。『余

分な物を購入しないようにしている』が「いつもしている」が 47.6％、「た

まにしている」が 40.4％というふうな割合を占めております。『リサイク

ルショップ等を利用している』かについては、「たまにしている」が 35.5％、

「まったくしていない」が 29.0％というふうな形で、こちらは、多少開

きがある、というふうなことが見受けられます。 

続いてページ番号ですが、13 ページをご覧下さい。設問 10 につきまし

ては、『機械式生ごみ処理機もしくはコンポスト容器の購入に対して、市

が助成金を交付していることは知っていますか』という質問に対しては、

最も高い割合が、「知っている（利用したことはないし、今後も利用する

つもりもない）」が 23.1％、次いで「知らなかった（今後も利用するつも

りはない）」が 21.2％を占めております。 

設問 11 では、先程の設問 10 で「利用したことはないし、今後も利用す

るつもりもない」という方に対しての『今後も利用しない理由は何か』と

いうことを質問しております。最も高い回答率は、「堆肥を利用する機会

がない」。その次が、「自宅に置くスペースがない」が 25.7％を占めてお

ります。 

続いて 15ページをご覧下さい。設問 12 は『あなたは集団回収を利用し

ていますか』という質問に対して、最も高い割合は「利用している」54.3％、

次いで「利用したことがない（今後利用したい）」が 20.0％、「利用した

ことがない（今後も利用するつもりもない）」というのが 18.8％を占めて

おります。 

16 ページ目には、先程の設問 12 で「利用したことがない（今後も利用

するつもりもない）」理由について質問しております。最も高い割合とし

ては、1番の「ごみ一時集積所に排出している」が 30.1％、次いで「スー

パーなどの店頭回収を利用している」が 18.4％というふうな割合となり

ました。 
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続いて 17ページ目です。設問 14 は『あなたは津市が設置しているエコ・

ステーションを知っていますか』という質問に対しては、最も高い割合が

「知らなかった（今後利用したい）」が 26.5％、次いで「知っている（利

用したことはないが今後利用したい）」が 22.9％、「知っている」が 22.2％、

「知っている（利用したことはないし、今後も利用するつもりもない）」

13.7％というふうになっています。 

18 ページ目については、エコ・ステーションの質問に対して「知って

いる（利用したことはないし、今後も利用するつもりもない）」という理

由について質問しておりまして、最も多い理由は、「ごみ一時集積所に排

出している」が 28.5％、次いで「スーパーなどの店頭回収を利用してい

る」が 18.5％というふうな割合を占めております。 

続いて 19 ページ目をご覧下さい。こちらは『商品購入の際のごみの減

量への関心について』質問しております。1 番の『使い捨て商品を購入し

ないようにしている』は、「たまにしている」が 41.0％。『詰替え可能な

商品を購入している』が、「いつもしている」が 63.3％と最も高い割合で

す。3 番の『買い物にはマイバックを持参し、レジ袋をもらわないように

している』が、「いつもしている」が 77.3％。『包装を簡単にしてもらっ

ている』という割合が、「たまにしている」が 39.0％、「いつもしている」

が 35.7％。『購入する際、リユースやリサイクルを考え購入している』に

ついては、「たまにしている」が 36.1％、「あまりしていない」のが 35.1％

というふうになっています。『再生資源を利用した商品を購入している』

かについては、「たまにしている」が 49.2％。5 割近い割合を占めており

ます。『リサイクルショップ等を利用して購入している』かについては、

「あまりしていない」が 32.4％、「まったくしていない」が 30.6％という

割合を占めております。『余分な物は購入しないようにしている』が、「い

つもしている」割合が 46.5％、「たまにしている」が 35.7％という割合を

示しております。 

続いて 21ページ目をご覧下さい。『ごみの減量化や資源化を進めるため

に、今後どのようなことが必要だと思いますか』という質問に対しては、

最も高い割合が、2 番の「商品の過剰包装をしない工夫」、次いで「バラ

売り・かご盛り等販売方法の工夫」が高い割合を示しております。 

22 ページ目をご覧下さい。設問 18 の『今後、市はどのような施策に取

り組むべきだと思いますか』という質問に対しては、最も高い割合が 1 番

の「家庭ごみの減量化施策（資源のリサイクル）を進める」。次いで「市

民に対してごみに関する情報提供や意識啓発を行う」が 12.8％という割

合を示しております。 

続いて 23 ページ目をご覧下さい。設問 19 では、『資源の持ち去り行為
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についての認識度』について質問しております。1 番の「知っている」が

79.2％と高い割合を示しております。 

24 ページ目につきましては、この『資源物の持ち去り行為防止対策で

どのようなことが必要だと思いますか』という質問に対しては、1番高い

割合は「ごみを出す際は出来る限り当日の朝に出す」、次いで「持ち去ら

れにくいごみ一時集積所の環境整備」が高い割合を示しております。 

25 ページ目以降については、抜粋ではありますが、自由回答欄に記載

いただいている、それぞれの意見を、それぞれの分別だとか、集積所のそ

れぞれの項目に対してまとめております。 

27 ページ目をご覧下さい。先程ご説明しました調査結果に関する考察

についてご説明します。 

（1）ごみの課題についてです。『ごみについて１番の課題は何だと思い

ますか』との質問に対する回答は、「大量生産・大量消費・大量廃棄等の

生活様式」が 28.7％、「ごみを排出する市民や事業所の意識」というもの

が 23.8％と全体の 5 割を占めておりまして、市民の生活様式とごみ出し

の意識を問題視していることが確認されております。また、『どのような

対策が最も重要であるか』との質問に関しては、「ごみの排出そのものを

減らすべき」、「ごみの問題に関心をもつべき」等の割合が全体の 8 割を占

めておりまして、ごみの問題に関心を持ち、ごみの排出抑制、資源化推進

の対策を重要視していることが確認されております。 

（2）分別収集についてです。『現在のごみの分別区分』に対しては、「現

状の分別区分でよい」が 64.0％となりまして、大半の市民は現状の分別

区分で概ね満足しているというふうに考えられます。ただ、一方で、「分

別区分を集約すべき」であるとか、「分別の具体例を増やして欲しい」等

の意見もあることから、市としては、引き続き、市民による分別が促進さ

れるよう、効果的な周知・啓発が必要であると考えております。また、高

齢化による集積所等への排出に負担を感じているという意見も自由解答

欄にありましたので、例えば、高齢者や障害者を対象とした支援のあり方

や大型ごみの収集について検討する必要があるというふうに考えており

ます。 

続いて、ごみの減量についてです。行動及びその傾向に関しては、「ご

みを出す日・時間を守っている」、「資源物の分別をしている」といったよ

うなルールやマナーについては「いつもしている」という割合が全体の 9

割を超えておりまして、意識の高さが顕著となっています。また、「食べ

残しをしないようにしている」だとか、「水切りを徹底している」という

ものも高い割合を示しておりますので、ごみ減量の行動が浸透していると

いうふうに考えられます。一方で、「生ごみを堆肥化している」という割
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合が「まったくしていない」という割合が 61.1％となっていますので、

さらに、機械式生ごみ処理機等の購入に対する助成金交付制度の認識につ

いても、「知っている（利用したこともないし、今後も利用するつもりも

ない）」が 23.2％という高い割合を示しております。それぞれの理由に対

しては、「自宅に置くスペースがない」だとか、「堆肥を利用する機会がな

い」というふうなことが挙げられます。この生ごみの減量化というものは、

全体のごみの排出量を減少させるだけではなくて、既存の西部クリーンセ

ンター等の焼却処理施設の安定した施設稼働にも繋がりますので、市とし

ては堆肥の有効活用等を踏まえた施策の検討を進める必要があるという

ふうに考えております。 

（4）リユース（再使用）・リサイクル（再資源化）についてです。リユ

ース、リサイクルの行動に関しては、「修理・修繕し、物を大切にしてい

る」という割合が、「いつもしている」という割合が、全体の中でも高い

割合を示しておりまして、意識の高さが顕著になっております。集団回収

の利用については、「利用している」が 54.2％であるのに対して、「利用

したことがない」等の意見については 38.9％となっております。理由と

しては、ごみ集積所や店頭回収等の、またそれとは別の排出方法を利用さ

れているということから、市民一人ひとりの生活様式にあった排出方法を

市民それぞれが選択しているということが考えられます。市としては、店

頭回収やエコ・ステーションの利用実態を把握し、市民がより資源を排出

しやすい方法を検討していく必要があるというふうに考えております。ま

た、商品購入の際のごみ減量への関心についても、「詰替え可能な商品を

購入している」といった行動が「いつもしている」がそれぞれ 63.3％と

いうふうに占めておりますので、商品購入時における意識の高さが確認さ

れております。 

（5）今後の施策につきましては、『ごみの減量化や資源化を進めるため

に、今後どのようなことが必要だと思いますか』という質問に対する回答

が、「商品の過剰包装をしない工夫」、「バラ売り」が全体の３割を占めて

おりまして、過剰包装等に対する対策を希望されていることが確認されま

した。また、『今後、市に対してどのような施策に取り組むべきか』とい

う質問に対する回答については、「家庭ごみの減量化施策を進める」、「市

民に対してごみに関する情報提供や意識啓発を行う」などの意見が確認さ

れました。市としては、調査結果を踏まえて今後も３Ｒ推進に必要な施策

を講じる必要があるというふうに考えております。 

最後に、資源の持ち去りについてです。資源の持ち去りの認識度につき

ましては、「知っている」が 79.2％と高い割合を占めていることが確認さ

れました。それの行為に対する防止対策としては、「ごみを出す際は出来
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る限り当日の朝に出す」や「持ち去られにくいごみ一時集積所の環境整備」

「巡回パトロールを強化する」等の意見が占めております。資源の持ち去

り行為の目撃情報も自由回答欄にありましたので、市としては、今後も総

合的に必要な防止対策を講じる必要があるというふうに考えております。

以上が、市民アンケート調査結果の報告となります。 

会長 どうも有難うございました。 

ということで、「市民アンケート調査結果」ということで、その調査結

果について、ご説明いただいたのですが、いかがでしょうか。 

この中で、今まで議論していたことが結構反映されているようなイメー

ジがあるのですが、ご意見とか、ご質問とかあるようでしたら、お願いし

たいのですが。 

質問といっても、なかなか難しいところがあるのですが。何でも結構で

すので。 

お願いします。 

高橋委員 資源の持ち去りの件なのですが、アンケートの自由回答の中にも、2 つ

位書いてあるのですが、「常態化させないように司法的措置も強化してい

くべき」とか、「罰金等でペナルティを課さないとなかなか解決しない」

とかいうふうに回答があるのですが、こういった措置は、既に、条例で、

規定されていると思うのですが、なかなか実行性が伴っていないかなとい

うことで、こういった持ち去り行為者へ、津市として指導された具体的な

例とか、条例で禁止命令が出ているとなっているのですが、その辺、命令

を出された例というのは、実際のところ、あるのでしょうか。 

＜事務局＞ 環境政策課長です。 

28 年度、条例に基づいて、持ち去り者に対して警告書を 4 件、そして、

告発が 1 件ございます。ちょっと以前の数字が、今、手元にございません

ので、申し訳ないのですが、28 年度はそのような状況です。なかなか、

持ち去り情報というのは、もっと多いのですが、持ち去りしているところ

何回も我々パトロールしている中で、制止させることが、なかなか難しく

て、それが出来たのが 4件、告発したのが 1 件、ということになっていま

す。 

高橋委員 かなり、巡回パトロールというのはされているのですか。 
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＜事務局＞ 月に何回か資源物の収集があるのですが、それぞれの地区の収集。津地

域において、自治会の方にお願いするなりして、津市の職員も一緒になっ

てパトロールを。資源物の収集日の前日夜間、当日の朝、早朝にパトロー

ルを実施しております。 

会長 よろしいでしょうか。 

原田委員 例えば、団地とかそういうところには、業者が新聞紙とか段ボールを玄

関に置いておいてくれと。その代わりに、トイレットペーパーを代わりに

置いていくという、その行為そのものについては、市は奨励しているとい

う方か、そんなことやめてくれという方か、どっちですか。 

＜事務局＞ やめてくれというふうな方向ではございません。業者が集めてもらうと

いう形で、それが循環する、きちっと資源循環しているということと、分

別して出された方に対してもトイレットペーパーという形に還元される

ものですね。だから、私ども、それは問題ないというふうに考えます。自

治会の集積所、ごみ集積所に出された分も、津市の方で回収して、それを

売り払って、そのお金を環境行政の財源に充てているという形で、そうい

った中で、市民の方に分別していただいた、市民の方に還元していくとい

う形ですので、両方とも、その業者がやっているのも、市民の方に還元さ

れている、いいことだと思っています。 

原田委員 業者さんがやっているということは、儲かるからやる訳です。トイレッ

トペーパーと交換したら、それが商売になるということ。それと津市が得

をするという意味は、どこにありますか。資金が津市に入ってこない訳で

す。お金が。その業者さんが持って帰ると。 

＜事務局＞ 市には入りませんが、個人の方には、きちっと還元されていますので。

原田委員 それは、トイレットペーパーで還元されているということですね。 

＜事務局＞ ええ。還元されて。市に入ってきたものについては、みなさまに行政施

策というような形で、行政サービスで還元させていくと。 

原田委員 もう 1点です。私は、集める方で、色々、考えるのですが。外国の人、

言葉の分からない人が、全く関係ない、いつも集団で集める場所が決まっ

ているのですけども。そこへ外国人の人が来て、ポッと置いていって、そ
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の日は集める日でないものを置いていく訳です。すると、集める者は警告

書を出すのですが、全く、そのやらん者に警告書があっても、誰が捨てた

かということは、わからない訳です。警告書を出しても意味が無いもので、

それをどうしたらいいかという。外国人は。看板にはよく貼るのですが、

ブラジルの言葉とか。色々、貼るのですが。やはり、そこがあると、みん

なの秩序が乱れてくる訳です。集める人が、集めてくると、いや集める日

と違うものを持ってくると、結局、集める人は、持って行かないというこ

とです。それが残ってくると。私達もそれが非常に気になるもので、外国

の人にどういう方法でしたらいいのかなということは、非常に危惧してお

ります。 

＜事務局＞ 環境事業課長でございます。 

確かにおっしゃられるとおり、外国の方で、日本語がわからない方が、

普通のごみ収集カレンダー見てもわかりませんので、一応、外国人の方向

けのカレンダーというのを作っております。これは 5 ヶ国語作っていまし

て、それぞれ別ではなくて、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、

韓国語。この 5 ヶ国語で 1 つにしまして、収集のカレンダー、これを作り

まして、色々、外国人登録にみえた時とかに、市民部の協力を得まして、

お配りし、あとは、自治会長さんの方でこんな方がみえるのでとおっしゃ

られたら、それをお渡ししまして、そういうふうに取り組んでおります。

で、おっしゃるとおり、集積所の方にも看板、英語とか色々な、持ち去り

したらいけませんよとか、ごみを決められた日に出して下さいというの

は、周知をしております。確かに、おっしゃられるとおり、それが全員の

方がわかっていただいて、ルールが守られているかというと、まああれで

すが、うちとして、そういう取り組みをさせていただいて、なるべく、外

国人の方も含めて、ごみの分別周知が出来るように行っております。 

伊藤委員 持ち去りの件でございますが、私は、雲出地区に住んでおりまして、雲

出地区の自治会連合会と環境政策課が委託契約を結びまして、防止パトロ

ールというのを、27 年度 28 年度、延べ 11 ヶ月に渡ってやらせていただ

きました。その結果、昨夜も反省会をしたのですが、危険な目に遭いなが

ら、地元のみんながパトロールをするというような状況が 1 件ありまし

た。それと、我々のパトロールの隙をついて、持ち去っていくというふう

な巧妙な手口もありました。色々な事例が出た訳ですが、基本的には、こ

のアンケートにありましたように、出す側が、ある程度モラルを持って、

決められた時間に出すというのが、まず基本かなというのが、結論ではな

いけれど、そういう意見が出ました。参考までに。そういうことが、津市
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の行政としても、十分、地元とコンタクトを取りながら、行政していると

いう 1つの例かなというふうに思います。 

会長 有難うございます。 

西村顕委員 今後の施策について、質問させていただきたいのですが。この資料の

28 ページでは、その結果を踏まえて、今後も３Ｒ推進に必要な施策を講

じる必要があるというように書かれています。３Ｒに関連して、27 ペー

ジから 28 ページにかけては、リサイクル・リユース・リデュースについ

て意識が高いというような考察が書かれていまして、その中では、さらに

推進するためには、何をされようとしているのか、ちょっと気になる。意

識が高いのであれば、結果も出てきそうなのに、というところもあるので

すが。矛盾しているような感じもするのですが。どのようにお考えか、ち

ょっと教えて下さい。 

＜事務局＞ 環境政策課長です。 

まだまだ、市民の方から出していただいている燃やせるごみの中に、ま

だまだ、紙ごみとかが含まれているのと、あと、やっぱり、水切り、十分

しているとアンケートに書いてあるのですが、まだまだ、水分が多いのか

なというふうなことも感じますし、あと、アンケート調査を見ていますと、

エコ・ステーション等でも、知らないという方が 40％位あるようで、ま

だまだ、市の方への啓発の部分というのは、不十分というふうに感じてお

ります。それで、色々な啓発の方法もありますので、文書だけではなく、

自治会とか、色々な方法もとっておりますので、そういったことの継続と、

また、新たに方策案があれば、そういった方策も検討しながら、啓発も進

めて行きたいと考えております。 

西村顕委員 啓発活動以外に実態の部分で、運営上は、もう大分もう出来ているので

すか。要は、知らないだけであって、皆さんが、それを利用さえすれば、

十分に回っていくような状態になっているのですかね。制度的なものと

か、設備とか。 

＜事務局＞ エコ・ステーションを例に出しますと、まだまだ、ご存知ない方います

ので、啓発をすること。あと、現在、市内に 6 つのエコ・ステーションが

あるのですが、それぞれ取扱い品目が違ったり、収集する曜日が違ったり、

まだまだ、改善の余地はあると思いますので、そういった点の改善をして

いく必要があるのかなというふうに考えています。 
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会長 その辺りは、今後の施策の中に入ってくる訳ですよね。今後、その辺り

のことも議論してくることでよろしいのですよね。 

ということなので、是非、ご意見をいただければと思います。 

他いかがでしょうか。 

ちょっと私の方から 1 点。今のお話で、かなり意識高いですよね、これ。

きっちりとされている方はされていると。されていない方がいくつかおら

れて、で、その方をどうするかというのですが。これ、先程のこの素案の

中のごみの量も右肩下がりに落ちてきていて、かなり限界というか、なか

なか改善するにしても、かなり力がいるところになってきているのではな

いかなと思うのですが。今後の話ということなのですが、その辺り、津市

としての、今のごみの市民の意識というのは、どういう感じかなというの、

ちょっと伺いたいなと。津市として、どう捉えられているか。 

＜事務局＞ アンケート結果をみると、津市民のみなさんの意識は、かなり高いかな

と。それがなかなかこの数字に表れない、不思議なところもございます。

今はその程度の感覚で捉えています。 

会長 なかなか難しいですよね。すみません。 

＜事務局＞ 今、環境政策課長が言いましたように、市民の皆さんの環境、ごみだけ

に関わらず、環境への意識というのは、本当に高いなというふうに、私は

感じています。というのも、1つ例を挙げますと、市民清掃デーで、地域

の皆さん、自治会さんをはじめ、年に 1 回なり、複数回、お世話になって

いる地域もございますが、その参加人数が、6 万人から 7 万人位、市内で

参加をしていただいている訳です。そうすると、世帯が 12 万世帯くらい

ですので、6 万も 7 万もというと、2 軒に 1 軒はそういう行事に参加して

いただいているという、数字的ですが、ありますので、それひとつの数字

をとっても市民の皆さんの意識は高いと思います。その高いのをより高み

を目指してというか、そういう世界に入っていくのだろうな、そんなふう

に感じています。 

会長 その辺りを、今後、行政、津市も含めて、どう、皆さんの認識をもっと

上げていくというのが、この中に盛り込まれればいいな、という意識でよ

ろしいですね。他いかがでしょうか。 

中西さん、若い方、今後も含めて、何か思うところがあれば、言ってい

ただければと思うのですが。 
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中西委員 アンケートの結果だけ見ると、意識が高いというふうにデータでは予想

されるけれど、返ってきたのが約半数ということで、そもそも、このアン

ケートを返してくれる人というのは、やはり、日頃からそういう意識があ

るから、アンケートの結果としては、データが出ている。他の半数、返し

てない半数の人は、日頃から、そういう行いをしていないから、書きづら

いし、わざわざそういうのに返信してくれるという人というのは、日頃か

ら、何事にもマメで真面目でという人が多いのかなと思うので。結果だけ

みて、安直に、意識が高いだろうというのは、ちょっとどうかなとは思い

ました。 

会長 有難うございます。 

そのとおりだと思います。 

西村顕委員 アンケートの回収の仕方も、何か工夫したらいいのかもしれませんね。

何かひと手間省かせるような、ネットとかもそうですし。やっぱり、ポス

トまで運ぶとか、そういうところが、大分、ちょっと億劫になる人がある

かもしれません。簡単に出来るような方がいいかもしれない。 

会長 他いかがでしょうか。 

  

原田委員 ごみの問題でいいますと、自治会単位で、今まで、市民清掃デーも含め

まして、自治会長が、協力して欲しいといいますと、他の市民の方も、全

部、私も、その度に出ていますが、自治会によっても全然違いますね。で、

結局、我々も色々問題があって、大門辺りから飲食店の、商売終わったら、

集積所にポンと持って来て、山になって、自動車が踏んで行って、えらい

臭いも出てきたと。なんとかしなくてはいけないということが、自治会で

持ち上がる訳です。自治会でごみの置き場をどうするかということと、津

市からの助成金もありますが、ごみの箱を買ったりして。そうすると、環

境委員というのが出来まして、その人が、色々、一生懸命やると、やはり、

きれいになる訳です。ごみも、ちゃんと決められた日に出るのですが、そ

れが、誰かが何かしていないと、きれいにならないということが、現実的

にありますので、そういう意識をしようと思ったら、自治会単位で、色々

とみなさんが研究して、話し合いをすると、ごみの問題はいいふうに向い

ていくのではないか。全体を良くしようと思ったら。 
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会長 その他の意見をどうするかということ。先程の、回収率半分は、感心無

いというご意見も含めて。これ、学生の回収率があまり無いですよね。と

いうことは、今、言われたように、なかなか、我関せずという方も、多分、

おられると思いますので。そういうのも含めて、今後。ただ、基本として、

皆さんがベースで考えているのは、意識高い方がたくさんおられるので、

その人たちにうまく引っ張っていただくようなことが出来ればなという

ところで。 

他いかがでしょうか。 

それと、もう 1 点、27 ページのところの分別収集の中で、高齢化とい

うのがあるのですが、特に、これから高齢化が進んでいくので、ごみを捨

てるのも大変だと思います。そういうのを、今後、考えていかないと、こ

こに捨ててくださいといっても、毎日毎日、特に、粗大ごみになってきた

ら、重いのがあったりして大変なので、その辺、どうにかならないかなと

思ったりもするのですが、どうなのですかね、その辺り。 

＜事務局＞ 高齢者とか障害者とかの方が、集積所まで出すのが大変、そんな時代に

段々となってきていると思うのですが、この点については、環境部だけで

なく、そういった福祉部も入れて検討していくというふうになればという

ことで、今後の検討課題です。 

会長 吉澤委員、いかがですか。 

吉澤委員 確かに、数字と現実とのギャップを埋めていくのは、高齢者も頑張らな

いといけないと、私は思うんです。若い方はお勤めに出られるでしょ。そ

うすると、ごみを運んでいるのは、ほとんど高齢者なんですね。そうする

と、その高齢者が、いかに分別を、分別は若い人がするかもしれませんが、

いかに市に対して、きちっと出来るかということ、これは問題だと思うん

です。私は、この資料を読みながら、老人会の老人大学なんかでも、こう

いうふうなことのスライドとか、何かを見せていただいて、こんな数字だ

けで納得しないのでね。現実を視覚的に見せていただいて、そうして、あ

あなるほどとか、しなければいけないなという意識の高揚というところ

を、もう少し市の方でご協力いただいて、それと私達ももちろん出す側が

協力するのですが、そういうこともしていただかないと、これは出来てい

かないのではないかなというふうに、この間から思っています、これを見

ながら。また、機会がございましたら、そういう方法ででも、啓発してい

ただきたいと思います。高齢者の一言でございます。 
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会長 有難うございます。今、お話があったように、出来ればこの数字だけじ

ゃなくて、もうちょっと視覚に訴えるような見せ方というか、一般市民の

方にわかりやすい表現の仕方というのを、今後考えていただいて、それで、

市民の方にわかってもらう。多分、私でも、見てもわかりませんので、是

非、考えていただければなというご意見だと思いますので。 

＜事務局＞ わかりました。有難うございます。 

最初にもいいましたが、ごみダイエット塾という、地元へ出る啓発活動

もやっていますので、その時にも、もっと工夫した形でさせていただきた

いと思います。ぜひ環境政策課の方にご連絡いただければ。 

会長 他いかがでしょうか。よろしいですか。 

そうしましたら、とりあえず、市民の方のアンケートという、ここで 1

回切らせていただいて、また、最後、まとめの形で、またご意見あるよう

でしたら、お願いしたいと思います。 

続きましては、「事業所アンケート」ということで、ご説明お願いしま

す。 

＜事務局＞ それでは、「ごみ処理に関する事業所アンケート調査結果報告書」をご

覧下さい。 

1 ページ目をご覧下さい。1 ページ目の 1 アンケート調査の概要を示し

ております。回収数・回収率につきましては、発送数が 206 通、地区別の

発送数は、津地区が 106 通というふうに、最も高い割合を占めております。

有効発送数は 206 通、回答数は 102 通、回答率は 49.5％というふうな結

果になりました。 

2 ページ目をご覧下さい。アンケート調査結果の概要です。『事業所の

属性』について質問しております。最も高い割合としては、「小売・卸売

業」が 27.1％、次いで、「建設業」が 18.7％というふうな割合が、高い割

合値を占めております。 

続いて、3 ページ目です。『従業員数』について質問しております。「1

～3 人」が 38.2％と高い割合を示しておりまして、次いで、「4～9 人」、「10

～29人」という結果となりました。 

質問 2の『一般廃棄物や資源物の保管場所・集積場について』質問して

おります。1 番の「事業所専用のものがある」が 52.9％と最も高い割合を

示して、「特にない」が 33.3％というふうな結果となりました。 

続いて 4 ページ目です。『事業所の環境マネジメントシステムの認証取

得について』質問しております。こちらは、「取得していない」が 90.2％
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と最も高い割合を示しております。「取得している」の内訳についてです

が、「ISO14001」が 62.5％と最も高い割合を示しております。 

続いて 5 ページ目です。『ごみの減量やリサイクル等の取組について』

それぞれ質問しております。『紙ごみ、びん・缶などの資源物と一般廃棄

物の分別を徹底している』が、「既に行っており、今後も行う」が 86.3％。

『廃棄物の減量化に関する計画を作成し、減量化を進めている』が、「既

に行っており、今後も行う」が 35.3％、「今後は、行っていきたい」が

35.3％。『製造・販売した製品の回収に協力している』が、「今後も行わな

い」が 41.2％。『原材料や物品の調達において、より環境負荷の少ないも

のを優先的に採用している』が、「既に行っており、今後も行う」が 40.2％。

『廃棄後の処理やリサイクルの容易性を考えて製品を製造している、また

は、そのような製品を優先して取り扱っている』が、「既に行っており、

今後も行う」が 33.3％と、最も高い割合を示しております。 

続いて、7 ページ目です。こちらの質問に対しては、先程の質問に対し

て、「今後も行わない」という回答をした事業所に対しての質問です。『紙

ごみ、びん・缶などの資源物と一般廃棄物の分別を徹底しない』理由につ

いては、「自社には関係ないと感じる」が 1 社だけですが 100％。『廃棄物

の減量化に関する計画を作成し、減量化を進めていない』理由についても、

56.3％が「自社には関係ないと感じる」。続いて、『製造・販売した製品の

回収に協力しない』理由については、「自社には関係ないと感じる」が

66.7％。続いて、『原材料や物品の調達において、より環境負荷の少ない

ものを優先的に採用しない』理由についても、50％が「自社には関係ない

と感じる」。最後に、『廃棄後の処理やリサイクルの容易性を考えて製品を

製造している等』に関しても、「自社には関係ないと感じる」という理由

が 59.4％という割合を占めております。 

続いて 9 ページ目をご覧下さい。（3）のごみについての課題についてで

す。こちらは、『一般廃棄物の減量やリサイクルを行う上での課題につい

て』質問しておりまして、最も高い割合は、「特に問題はない」が 50.9％

という結果となりました。 

続いて 10ページ目をご覧下さい。こちらは、『事業所から出る一般廃棄

物についての、主な処理方法について』質問しております。『燃やせるご

み』については、最も高い割合は、6番の「廃棄物処理業者に委託」。『燃

やせるごみ、こちらは生ごみ』ですが、最も高い割合は、「廃棄物処理業

者に委託」をしている。『古紙類』に関しましても、「廃棄物処理業者に委

託」が 29.1％、「資源回収業者に依頼」が 26.2％。『シュレッダー未処理

の機密紙』につきましては、最も高い割合は「排出物そのものが出ない」

24.5％、次いで、「廃棄物処理業者に委託」が 16.7％となっております。
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こちらにつきましても、それぞれ、委託業者に委託をするか、若しくは、

資源回収業者に依頼をしているという割合が高いことがわかりました。 

12 ページ目をご覧下さい。こちらは、『市が提供する情報に求めるもの

について』質問しております。最も高い割合としては、「特にない」とい

うものが 68.5％、次いで、「市のホームページなどを通じたごみ減量・資

源化の取組事例の紹介」が 20.7％という割合を示しております。 

13 ページ目については、それぞれの自由回答欄でいただきました項目

について、分別、業者への委託、自社での再利用、地域への提供等、その

他についての回答をいただいたものを抜粋して記載しております。 

最後 14 ページ目です。こちらは、調査に関する考察について、大きく

3 つに分けてまとめております。まず 1 つ目、ごみの減量やリサイクル等

の取り組みについてです。『紙ごみ等の資源物と一般廃棄物の分別を徹底

しているか』という質問に対する回答は、「今後も行う」というものが

86.3％と高い割合を示しておりまして、高い意識で分別を行っていること

が確認されました。また、『廃棄物の減量化に関する計画を作成し、減量

化を進めているか』という質問に対する回答は、「既に行っており、今後

も行う」が 35.3％なのに対して、「今後も行わない」が 15.7％を占めてお

ります。計画書を作成しない理由については、「自社には関係ないと感じ

る」割合が 56.3％となっております。近年、事業系ごみの排出量につき

ましては、前回の審議会でもご説明しましたが、増加傾向にあります。そ

のため、幅広い事業所への意識改善が必要になります。まずは、ごみ減量

等に関心を持ってもらうために、例えば、ごみ減量等推進事業所への表彰

制度等を設けることで、意識改善を図る必要があると考えております。『原

材料や物品の調達において、より環境負荷の少ないものを優先的に採用し

ているか』という質問に対する回答は、「既に行っており、今後も行う」

が 40.2％を占めております。また、18.6％が「今後は、行っていきたい」

というふうに回答しておりますので、市のホームページなどで必要な情報

を提供する必要があると考えております。 

2 番のごみの減量やリサイクルを行う上での問題点についてです。こち

らの『一般廃棄物の減量やリサイクルを行う上での課題について』質問し

ましたところ、「特に問題はない」と回答している割合が 50.9％示してお

りまして、次いで「経済的なメリットが少ない」や「他のごみと分けるの

に手間がかかる」等の理由が、課題として確認されました。こちらにつき

ましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 3 条で、事業者の責務が

定められておりますので、市としては排出者責任を認識してもらうよう、

更なる理解を求めていく必要があると考えております。 

最後に、ごみ・資源物の処理方法についてです。事業所から排出される
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事業系一般廃棄物は、主に廃棄物処理業者に委託し処理されているという

ことが確認されました。引き続き適正な処理を継続していくために、処理

業者や資源回収業者の情報提供が必要であると考えております。『市が提

供する情報に求めるものについて』伺ったところ、「特にない」と回答し

ている割合が 68.5％であったものの、「市のホームページなどを通じたご

み減量・資源化の取組事例の紹介」を希望されている割合が 20.7％とな

っております。市では、現在、事業系一般廃棄物減量計画書の結果報告を

ホームページ上に公開し、ごみの減量化・資源化の具体的手法についての

情報提供を行っております。事業系ごみを削減するメリットについては、

社会貢献する企業として、イメージアップに繋がることや、ごみ処理に係

る経費を減らすことが挙げられます。市としては、これらのメリットを

様々な手段で広告し、ごみ減量等の意識浸透が必要であると考えておりま

す。 

また、今回のアンケート結果では、１人～29 人程度の中小企業が大半

を占めていましたので、少量排出事業者に対するごみの排出方法等の情報

提供を行っていく必要があると考えております。 

以上が説明です。 

会長 はい。どうも有難うございました。 

ということで、事業系のアンケートをご説明いただきましたが、ご質問、

ご意見等あるようでしたら、お願します。 

高橋委員 アンケートの事業所全体の回答数が 107ということで、業種ごとに、多

くて 29 とかなり母数が少ないので、難しいかとは思うのですが、例えば、

業種ごとのアンケート結果で、何か特徴のあるようなもの出てこないと、

そこまでの解析はちょっと難しいですかね。例えば、今後も行わない理由

というので、「自社には関係ないと感じる」というのが、いずれの項目も

大半を占めていますが、これが、例えば、小売業とか卸売業では「関係な

い」と感じるけれども、製造業では「関係ある」と考えるとかですね。そ

ういうふうな、なんか特徴みたいなものが、もし、出てくるのであれば、

おもしろい活動が出来るのかなと思うのですが。母数が少ないので、なか

なか難しいですかね。 

＜事務局＞ 環境政策課主幹ですが、今回のアンケートにつきましては、商工会に入

っているところから抽出させていただいたので、商工会に入っていない、

大きなところが、もしかしたら、入っていないという可能性があります。

アンケートの方につきましては、まだ、そこまで細分化したデータという
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のは、1つずつを見ていくと出るかもしれませんが、そこまで、今のとこ

ろ、させてもらっていないというのが、現状でございます。 

会長 今後する予定はあるのですか。 

＜事務局＞ はい。これから、原本まだ残っておりますので、1 つずつ、見させてい

ただきたいと思います。 

会長 先程の家庭系、一般のも同じようにこう。 

＜事務局＞ そうですね。地域によっても偏りがあるかと思いますので、年代につい

ても、もしかしたら、そういった傾向というのが出てくるかもしれません

ので、そういったところについても、していきたいと思います。 

会長 お願いします。 

他いかがでしょうか。 

伊藤委員 質問なのですが、一応、これ事業所アンケートという形をとっています

が、公共機関、津市には、たくさん学校とか、出張所とか、こういうとこ

ろから出るごみの扱いはどういうふうにしているのですか。現状は。 

  

＜事務局＞ 環境政策課長です。津市の施設から出ている紙類については、一般廃棄

物の形ですね。紙はリサイクルに回しますし、そして、食物残渣とか、そ

ういった燃えるごみ、それについては、津市の施設で入ってきます。そし

て、廃プラ、プラスチック類とかは、産業廃棄物になりますので、それは、

産廃業者の方で処理という形になります。 

会長 有難うございます。 

他いかがでしょうか。 

米田委員 これ事業所というのは、法人、個人、関係なくということですかね。人

数だけで分けた。 

＜事務局＞ はい。抽出させてもらうデータとさせてもらったのは、津市商工会議所

に入っている企業さん、あと、白山にある津市商工会さん、あと、河芸に

ある津北商工会さん、ですので、大きなところも入っていれば、個人営業

的なところも中にはあったかなと思っております。 
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米田委員 さっきの個人、市民アンケートにも通じるのですが、商工会とか商工会

議所に入っている者にはそもそもの意識、事業に対する意識も割と高い事

業所になってきまして、割りと優等生的な回答出てくる傾向にあると思う

んです。 

今後、減量を考えるにあたって、市民の方もそうなのですが、事業者の

方に対して、インセンティブとして、何かあれば、もうちょっと減量に協

力するとか、なんかそういう、ちょっとメリット的なアンケートをとって

いただけたらなと思います。 

会長 いかがですか。 

＜事務局＞ 環境部の次長でございます。 

企業さんにおかれましては、廃掃法の方で、企業自らが、ごみの処理を

するとかですね、事業で出たようなものなのですが、そういったものとか、

事業者さんなりの責任というのが、法律の中で決められております。 

津市の方も、今、言いましたように、アンケート等、或いは、減量化計

画等もとったりしてですね、企業の動向というのは見ておりますし、当然

ながら、市の方の色々な減量の方にも協力をしていただいているという実

態はございます。ただ、それがどれ位のその数字で表れるかというのは、

非常に難しいところですが、法律上は、そういったことで、事業者の方は

自ら減量に取り組んでいただくと、いうことが決められております。 

会長 いかがですか。 

＜事務局＞ 事業者の方は、当然事業者としての、法律上の責任もある訳でございま

すが、そんな中で、事業者のみなさんに、少しでも意識を高くしていただ

いて、少しでも減量ということで、例えば、このアンケートには、表彰者

制度、今、例で挙がっていましたが、ISO とかミームスなんていう看板で

はないですが、そういうことをするというのも、1 つの考え方として、事

業者さんの看板になると、良いのではないかと、そういう考え方もあるの

かなと思います。今、現段階では、そういうのを挙げておるところでござ

いまして、これから、ご審議の中で、もっといいアイデアが出て、事業所

さん向けに、こういう制度みたいなのを作ったら、事業者さんが、もっと

積極的に取り組んでもらえるのではないかというアイデアがあったら、計

画の中で、うまく盛り込まれていくといいのではないかなと思います。 
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米田委員 よろしくお願いします。 

会長 やはり、経済的なメリットが少ないという。なかなかそれとリンクして

いるので。 

＜事務局＞ そうですね。 

会長 だから、結構、これがないと仕事が出来ませんよという形になってしま

うと厳しいのですが、やらざるを得なくなってしまうという。その辺のと

ころの按配が難しいと思うのですが、その辺りも何か考えていただけれ

ば。表彰も含めてですね。 

他いかがでしょうか。 

原田委員 よろしいですか。 

要するに、事業者系というのは、一般のごみですね。これは事業者が誰

かに委託して、津市の処理施設に持っていくべき。それの処理の委託単価

は、今、どうなっていますか。ｔ当たりですか、車当たり。重さか、それ

か、容量的に。処理費はどれ位になっていますか。 

＜事務局＞ 西部クリーンセンターですが、おおたかも同じですが、可燃ごみ、事業

所からのごみを受入れておりますが、1ｔ当たり 15,000 円です。 

原田委員 これを高くすれば、減量化になる。案外とね、私も商工会議所に入って

おりますし、一般的なごみのことについての関心はあるのですが、会社の

一般的なごみについては、あまり意識していない。社員が家の中に、家庭

に帰った時は、意識するけれども、会社に来た時に、その会社のごみがど

うなっているのかということを、あまり社員は知らないことが多いです。

先程もいった廃掃法というのがありますが、ものすごい業者にとっては、

きつい法律です。きついということは、廃掃法を適用しますとね。今まで

の経過からいって、色々と不法投棄とか、そういうことが多かったもので、

廃掃法を厳しくしてあると思います。今、一般の会社の人でも廃掃法がど

んなものかという内容を知っている人は少ないです。ただ、漠然とした感

じで、あるということは知っていますが。特に、私たちは、廃掃法に関係

しますもので。極端なことをいうと、私が、1 杯、ちょっとでも飲んで、

もし、ひっかかったら、もう免許取り消しです。それから、役員とかが重

要な過失を起こしたら、もう免許取り上げというような厳しい法律になっ

ております。けれども、社員が、廃掃法を知っているかというと、あまり
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知らないことが多いですもので、やっぱり、そういう面からいくと、トッ

プの人は、もう、私どもは事業系のごみは扱っていない。なぜ扱っていな

いかというと、一般家庭用のものが集まっていて、事業系のものとどこま

で区別がつくのかというのは、わからない訳です。車の中に入れてしまっ

たら、一切、お断りして、一般家庭用のものばかり、処理料がいりません

もので。ただ、事業系になりますと、今、言われたように、1ｔ15,000 円

という金がいる訳です。そういうことになっておりますので、ごみは減ら

すようにして、処理場に持ってくるのを少なくしたら、ごみが減ってくる

し、それだけ CO2も減るということを、みんなが考えたら、いいようにな

る。 

会長 その辺りは、これから、意見を出していただければ。 

他いかがでしょうか。 

さっきも伺ったのですが、事業系に関しては、津市としては、まだ、伸

びしろがあると思われている。伸びしろというと言い方は悪いのですが、

事業系も、一般と同じようにかなり考えていかないといけない。その辺り

も、いかがですか。 

＜事務局＞ 津市にとって、事業活動というのは、これからも、どんどん、伸びてい

っていただくと言うのが、やはり、大切なことだと思います。一方、こう

いう立場でおりますと、事業活動が増えて活発になりますと、自然にごみ

は増えます。そういうところで、この思いと現実のギャップみたいなとこ

ろは、ひしひしと感じながら、やはり、事業活動は、どんどん盛んになっ

ていっていただきたい反面、活動をしていただきながらも、やはり、減量

は取り組んでいただきたい。上がるのか下がるのかといったら、非常に難

しい、そういう議論になってくるのかな、そう思っております。 

会長 あまり締め付けてもね。 

＜事務局＞ 先程のインセンティブについて、ひょっとしたら、かかるかもしれませ

んが、29年度から、環境部の方で 30・10 運動というのを、これから強力

に推進していこうというふうにしています。これは何かというと、宴会の

はじまりの 30 分と最後の 10分間、この時間については、食べる物をおい

しく食べましょうという運動です。これは何かというと、宴会というと、

どうしてもお酒を飲んでしまって、沢山、食べられないと。これは食料問

題にも直結しますし、あと、当然ながら、廃棄物の減量というふうにも直

結しますので、そういったところで、例えば、飲食店なんかで、ポスター
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を貼っていただいて、その店としてこういう運動をしていますということ

を掲げてもらうと、そのイメージアップにもつながると同時に、ごみの減

量にもなってですね、一石二鳥かなというふうなことを考えておりますの

で、29 年度については、その辺のところも重点的に行っていきたいとい

うふうに考えております。 

＜事務局＞ 食べ残しですね。食べ残しも、ごみとしては、かなり大きな問題です。

原田委員 その食べ残しと、30・10 という言葉のあやはどうなっておりますの。

まず、3 は何。 

＜事務局＞ 私、また、喋ってしまって、あれなのですが、やはり、今、飲食系の事

業にしてみますと、食べた残りは、ごみになる。いわゆる一般廃棄物で、

津市の施設の方へ、ごみとして運ばれてくる訳なので。それが、披露宴だ

とか、大きな人数になりますと、また、とんでもない量が残ったりする。

これが、津市だけでなしに、日本、世界的にも問題になっている、いわゆ

る食品ロスといわれているところですが。そういうふうなところでの取り

組みというのは、やはり大事かな。それは、事業者さんにとっても、そう

いうロスがなくなりますし、私どもの処理する側にとっても、ごみがとい

うふうなことですので、その宴会なんかの時に 30・10 というのは、30 分

と 10分ということなのですが、宴会がはじまる 30分、はじまった最初の

30 分間、それと、お開きになる最後の 10 分間、その時は、みんな一旦席

に戻りましょうと、一旦席に戻って、目の前のお食事をおいしくいただき

ましょうと。そういうふうなことを取り組みすると、いわゆる、食べ残し

が、少しでも減るのじゃないかと。これ全国的な自治体の運動として、始

まっていまして、私どもも、是非とも、津市の職員もなんかそういう機会

があったら、是非、したいなというふうには、当然ですが、市民の皆さん

にも。それから、宴会なんかをしていただくような事業者の皆さんにも、

啓発なり、情報提供なりして、少しでもそういうふうな食品ロスといった

ところでも取り組めたらと考えておるところです。 

西村顕委員 環境部長から、事業者が経済活動を活発にしながら、ごみを減らしたい。

それが理想だと思うのですが、それをどういうふうに評価するか。例えば、

よくエネルギーとかあるのは、原単位基準というか、資本金や、売り上げ

分のごみの量とか、そうやってしますと、規模の大きいところは、当然、

排出量が出るんですが、経済性との対比で出ますので、そういう形で、非

常に努力しているところは、その数値が大きくなる、小さくなるという形
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で見比べますと、努力しているところは、例えば、量的にわかるので、例

えば、表彰するとか、逆に、省エネだと、その原単位、毎年 1％ずつ CO2

を減らしましょうだとか、目標値も出しやすいので、そういうので、過去、

省エネ法とかもあったりするのですが、そういうのは 1 つ、量的に、基準

とか目標を作る上では、わかりやすいかという気はしますね。 

＜事務局＞ 有難うございます。そういったご提言なり、アイデアを、こういかに施

策として活かしていくかというのが大事だと思いますので、アイデアな

り、ご提言は、どしどしいただくと有り難いなと思います。 

会長 今日は、アンケートを受けて、色んなご意見をいただいて、次回以降、

反映されてくるのでよろしいですよね。 

＜事務局＞ 今、それを踏まえると、大体、こんな雰囲気かなというので、たたき台

になっていますので、これからまた、色々細かいのに入ってくると。 

会長 よろしいですかね。 

そうしましたら、今、アンケートについて、色々、ご意見いただきまし

て、本当に有難うございます。 

次ですが、最後 2枚、基本方針というのがありまして、ごみ処理基本計

画、それから裏側に、排水処理とありますが、まず、津市さんが考えてい

ただいた基本計画、まず、ごみ処理基本計画、これについて、ご説明お願

いできればと思います。 

＜事務局＞ それでは、ごみ処理基本計画におけます基本方針案について、1 ページ

目、3つ掲げております。 

まず 1 つ目、基本方針 1 番です。『市民・事業者・市の協働による循環

型社会づくりの推進』。内容としましては、分別の徹底を行うとともに、

廃棄物の量を減らし、適正な資源循環を実現するため、リデュース、リユ

ース、リサイクルの「３Ｒ」を基調とした資源循環を促します。特にごみ

の発生抑制を最優先課題として取り組みます。また、生産から流通、消費

に至る過程において、市民・事業者・市がそれぞれ担うべき役割や責任を

明確にし、環境へ配慮しながら、相互に理解を深め協力して資源循環に取

り組みます。こちらの基本方針におけます各種施策に関しては、例えば、

３Ｒの推進、環境学習、事業者への指導・啓発、生ごみ処理の推進等が挙

げられます。 

続いて、基本方針 2 番です。『廃棄物の適正処理の推進』です。出来る
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だけ資源としての循環利用を図る一方、ごみとして出たものは、ごみの種

類や処理方法に応じて適正に処理します。また、エコ・ステーション等の

適正な維持管理を行うとともに、市民への啓発や情報公開に取り組みま

す。不法投棄や資源の持ち去りに対する防止対策を検討し、市民・事業者

が安心してごみを排出できる環境を整備します。施策としては、店頭回収、

エコ・ステーションの拡充、不法投棄対策、資源の持ち去り防止対策につ

いて、それぞれ定めていきたいと考えております。 

最後に基本方針 3。『安全・安心な廃棄物処理システムの構築』につい

てです。収集・運搬に関しては、高齢者や障害者などのごみ排出の負担軽

減に向けた支援のあり方や大型ごみの収集について検討していきます。中

間処理施設及び最終処分場に関しては、施設の老朽化や処理量の変化に対

応するため、より安定的・効率的な施設稼働を推進していきます。施策と

しましては、収集・運搬計画、中間処理計画、最終処分計画、その他計画

として挙げております。 

それでは、この基本方針に定めました各主体の役割についてご説明しま

す。ページを 1 枚めくっていただきますと、2 番、各主体の役割、（1）ご

み処理基本計画があります。本計画におきまして、基本方針を実現するた

めには、市民、事業者、市が一体となって取り組むことが必要です。各施

策を達成するための各主体の役割を、こちらの表に示しております。 

まず、市民についてです。市民は、自らの行動とごみの減量化・資源化、

環境問題に関心を持ち、不要な物は買わない、物を大切に長く使うなど、

ごみの発生抑制に努め、また、自主的に３Ｒ行動を実践するなど、環境に

優しいライフスタイルへの転換を図るとともに、互いに連携しながら、ご

みの減量・リサイクル・まちの美化に係る活動等を行います。 

事業者については、生産・流通・販売・排出の事業活動における全ての

過程において環境に配慮した取組を実践します。具体的に、環境負荷の少

ないサービスの提供に取り組むとともに、市民が３Ｒ行動を実践するため

に選択できる体制を整備し、情報の発信に努めます。また、ごみの処理に

あたっては、積極的に資源化に取り組むとともに、やむを得ず発生するご

みは自己の責任において、適正に処理を行います。 

最後に津市の役割です。津市は、市民・事業者のごみの減量化・資源化、

環境問題への関心を高め、具体的な行動を推進するために、情報提供や環

境学習、普及啓発、指導等により３Ｒを推進するとともに、分別の周知徹

底と収集方法の改善等に取り組むなど、ごみの発生･排出抑制、資源の循

環的利用の仕組みづくりを行います。また、やむを得ず発生するごみの適

正処理を行うことはもちろん、環境負荷の低減を目指し、経費とのバラン

スを考慮した最適な処理システムを構築します。 
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以上が、ごみ処理におけます基本方針の各主体の役割についての説明で

す。 

会長 はい。有難うございます。 

という訳で、今まで、ちょっと議論していただいた内容も含めて、津市

さんの方で、まとめていただいた基本方針と役割ですけれども、いかがで

しょうか。 

基本方針は 3 つ挙げられているということでよろしいですね。3 つの基

本方針ということで。これを基本方針にして、あと、それを役割として、

市民と事業者と津市がどういうふうにして、実践していくかというような

ことで、作られるというふうなことだと思うのですが。 

まず、基本方針については、循環社会づくりの推進と適正処理の推進と

安全・安心な廃棄物処理システムの構築と。この 3 本柱でいきましょうと

いうのが、あれですけども。 

鈴木委員 この基本方針 3 つ、素晴らしいなと思うのですが、この基本計画の方の

47 ページなのですが、私、前回、ちょっと欠席させていただきまして、

前回どんな話だったか、ちょっとわからないのですが。津市の指数をみる

と、やはり、上から数えるよりも、下から数えた方が早いっていうのが、

一目瞭然なのですが。津市として、実際、これを、どの辺りを狙っていく

のかというのが、この 100 を超えたら、平均より優れているということな

のですが。例えば、調布市とか八王子とかですね、この大都市に近いとこ

ろが、平均より優れているのですが。本当に、いい事例。私ども企業、会

社をやっているものですから、何か優れたところがあれば、すぐ勉強に行

って、そんなことを、常日頃しているのですが、良い事例をいち早く真似

て、出来ることはやっていくとか、なんかしていかないと、多分、そんな

に急に上がっていくものじゃないのかなと思いまして、その辺はどうなの

かと、聞きたいなと思います。 

会長 いかがでしょうか。 

＜事務局＞ 環境政策課長です。 

環境基本計画の方で、目標値を入れておりまして、平成 29 年度で目標

値、1 人 1 日当たりのごみ排出量を 900ｇ以下というのを目標設定して、

それに向けて、これまでの施策を行ってきました。 

今、ここにあるとおり 1日 1 人当たり 1,040ｇと結果が出ておりますの

で、まだまだ、しっかりと取り組んでいく必要があるということです。 
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会長 ご意見あれば。 

＜事務局＞ すみません。確かに、今までの、津市としての目標は、1 日 1 人当たり

900ｇを目標に取り組んできたということなのですが、1,000ｇをずっと超

えていて、平成何年だったか、一瞬 3 桁になった年があったのですが、ま

た復活している。これ、中身はちょっと、今までの説明の中にありました

けど、これを 1 人当たりにする時に、事業系のごみが増えているのが、こ

の数字を押し上げている一因としてあります。事業活動が、景気がこうな

った時に、この 1,000ｇというのは、900 台に落ちたのですね。その後、

また 1,000ｇに戻っているのですが。そういうことから、事業系が、この

数字を大きく変える要因の中にあります。そんな中で家庭系と事業系のご

みを合わせた格好で、1 人当たりを出しますので、そういうところがある

のですが。今、資料の 47 ページで、例えば、八王子市なんか、真ん中辺

にあるのですが、ここは、一番上の津市と比べてもらうとよく分かるので

すが、八王子市なんかは、一般家庭が 469ｇなのです。津市が 576ｇ。よ

く似た都市からいって、津市の方が家庭多いですね。それで、従業員 1 日

当たりの、一番右端の数字ですが、ここ、津市 647ｇで、八王子は 396ｇ

ですので、家庭系のごみも、確かに八王子に比べても、まだまだ多いです。

多いので、家庭系の方も削減も 500ｇと 400ｇを比べると、そこへ下げて

いくこと、取り組みも、当然しないと、900ｇの達成はいかないというふ

うに思いますし、一方、この 647ｇと出ている事業系のごみを少しでも下

げる、これで、1,000ｇが達成するので、両方のことが必要だと思います

が。今、特にその中でも事業系のごみというのが、この数字を、大きく動

かしているというのが、現実としてありますので、そういうことを踏まえ

た対策というのが、必要になってくるのかなということですね。 

この基本方針の基に、その施策をしていく中で、今まででも、いくつか

アイデアも出ていますが、そういう中から、なんか取組というか、方向性

が出てくると、いいのかと思います。 

鈴木委員 その数値が優れているところの良い事例というか、家庭ごみを減らす方

法とかですね、事業系のごみを減らしている、なんかいい方法が、情報が

いっぱいあれば、ある程、少なかったら、自分のところは、ちょっとあて

はまらないなといって、それで終わりだと思いますので、そんないい事例

が、いっぱいあれば、ある程、それに近づく、まあ、それだったら、やっ

てみようかなというね。そういうのがあれば、いいかなと思います。 
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＜事務局＞ 今、貴重なご意見をいただきましたので、色々、ご審議いただく中で、

例えば、津市に良く似た規模の市で、他市さんは、事業系のごみの減量の

ために、こんなアイデアでこんな取り組みしていますよというふうなとこ

ろを、いくつか探してきて、このテーブルに挙げさせていただいて、よそ

では、こんなふうにしていますけど、どうですかという議論をしたいと思

いますので。家庭系も含めてね。そういう資料を次回には用意して、この

審議会のテーブルの方には挙げさせていただけたらなと、今、考えていま

す。 

会長 是非、お願いします。 

先程あったように、家庭系の意識は高いけど、なかなか、実が伴ってい

ないという、ご意見がいっぱい出たと思うのですけど。そんなのが、他市

町さん含めて、どういう取り組みをされているのかというのがわかれば、

ヒントになると思うので、是非、お願いしたいと思います。有難うござい

ます。 

他いかがでしょうか。 

高橋委員 先程の事業系ごみの減量の話の続きですが、今日いただいた資料 55 ペ

ージのごみ処理の課題整理（1）の最後の行のところで、事業系のごみが、

まだまだ減量化の徹底を図っていく必要があるという中で、ごみ処理の基

本計画の各主体の役割、事業者が、減量化に取り組んでいくというところ

がないと思うのですよ。資源化には取り組んでいくというのがあるのです

が、減量化というのも入れておいていただく必要があるのかなと。 

会長 他いかがでしょうか。 

今後、基本方針 3本柱あるのですが、この内容については、ここで、も

っと審議するのですか。これは、次回以降、審議。今、あったような資料

等含めて、審議していくというということでよろしいのでしょうか。 

＜事務局＞ 素案の目次を見ていただくと、ご理解していただきやすいのかと思うの

ですが、この目次の第 3章が、ごみ処理基本計画。1 節は現状、第 2 節の

ところに基本計画があって、今、1番の基本方針のたたき台をお示しして

おるところでございまして。ここの議論が深まっていきますと、1日 1 人

当たりの1,000ｇを何とかしようという目標を、こんな施策でいこうとか、

こういうのを重点的に取り組もうとかいうのが、順番的に、出てくる議論

になってきますので。今回のところは、基本的な方向の考え方が、今まで

の議論をまとめると、こういう感じになりますよね、いかがですか、とい
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うことで、たたき台でお示ししておると。こういうことになりますので。

伺っている意見が、どんどん、この下の方の項目の中で活かされると思い

ます。 

会長 最終的には数値目標まで入る。 

＜事務局＞ そういうことになります。 

数値目標についても、今、ここは案として、こういうふうにしています

が、前回も数値目標というのは設定していますが、数値目標なんていらな

いかと、極端な話ね、そういう議論になれば、なくなる可能性もあるのか

なと思います。今の時点では、数値目標というのは、一応、いるのかなと

いうことで、項目としては挙げているということですので。必ずこうしな

ければならないというものではございません。 

会長 ということだそうですので、ご理解いただいて、色々と、ご意見いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

いかがですか。基本方針について。よろしいですか。 

そしたら、次の裏側の生活排水、これについてのお話を、ちょっとお願

いいたします。 

＜事務局＞ 続きまして、生活排水処理基本計画の基本方針について、2 つ掲げさせ

ていただいております。 

まず、基本方針 1です。『生活排水の適正処理の推進』。中勢沿岸流域下

水道の志登茂川処理区、雲出川左岸処理区及び松阪処理区、津市単独公共

下水道の椋本処理区における管渠整備を進めます。公共下水道や農業集落

排水への接続について未接続世帯への啓発活動を強化します。また、下水

道計画区域外の地域で市が設置主体となって浄化槽を整備、管理の推進や

住宅団地の集中浄化槽の市への移管に係る取組を推進します。浄化槽設置

整備事業補助制度により、浄化槽の設置を推進します。中間処理施設の長

寿命化に向けて、計画的な維持管理を推進します。施策としましては、公

共下水道の整備推進、未接続世帯への啓発、収集・処理・処分等について

の施策を定めていきます。 

基本方針 2番です。『水環境の向上のための普及啓発活動の推進』。快適

で豊かな水環境を保全するために、ホームページや各種イベント等を活用

しまして、水環境の向上のための普及啓発・環境学習を推進します。施策

としては、ホームページ・各種イベントでの情報提供、環境学習等を施策

として定めて参ります。 
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最後に 2 枚目の裏側をご覧下さい。（2）生活排水処理計画の基本方針の

実現のためには、ごみ処理基本計画と同様、市民、事業者、市が一体とな

って取り組むことが必要です。こちらのカッコの中には、市民及び事業者

の役割として、5 つ掲げております。「生活雑排水の適正排出及び排出抑

制」、「公共下水道及び農業集落排水施設への積極的な接続」「くみ取り便

槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への移行」「浄化槽の適正な維

持管理」「普及啓発、環境学習への積極的な参加」です。市としての役割

は、「公共下水道の管渠整備」「公共下水道及び農業集落排水施設の維持管

理」「生活排水処理施設の効率的な整備」「適正な収集運搬体制の継続」「適

正な中間処理体制、最終処分、資源化体制の継続」「生活排水処理に係る

普及啓発活動及び環境学習の実施」です。 

以上が、生活排水処理計画についての説明です。 

会長 ということで、生活処理排水の基本方針、それから、役割につきまして、

ご説明いただきましたが、これにつきまして、いかがでしょうか。 

高橋委員 1 点よろしいですか。基本方針 1 の中間処理施設の長寿命化に向けてと

書いてあるのですが、生活排水の中で、中間処理施設という言葉は、あま

り使わないと思うのですが。これは、どうですかね。 

ごみ処理であれば、中間処理施設という表現はすると思うのですけれ

ど。生活排水処理施設とか。 

＜事務局＞ そうですね。 

  

会長 他いかがでしょうか。 

環境部さんと下水道部というのは、事業が一緒じゃないですよね。一緒

なのですか。 

＜事務局＞ 組織は違います。 

会長 ですよね。その辺の、役割分担というか、ここに載せていいのかどうか、

というのがあるのですが、いかがですか。 

＜事務局＞ 下水道部の方も、参加しておりますので。 

  

会長 当然、大丈夫だと思うのですが。 
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＜事務局＞ 下水道総務課の生活排水推進担当小畑です。 

以前はですね、浄化槽事業というのは、環境部さんの方でしていただい

ていたのですが、その機構が変わりまして、それも含めまして、下水道部

の方で、今、やっておりまして、いわゆる下水道事業とか、農業集落排水

とか、そういった従来からの下水道利用と、それから、以前からあります

浄化槽関係の事業も含めまして、今、現在、下水道部の方で取組をさせて

いただいております。 

会長 で、この基本方針の中に下水を整備しますというか、この辺りは、リン

クしてきっちりと動く体制になっているのでしょうか。 

＜事務局＞ 一応、この項目につきましては、生活排水処理のアクションプログラム

というのがございます。それに基づきまして、それにリンクした形で、こ

ちらの方へまとめさせていただいていますので、それは、それで。 

会長 上位のが、あるということですね。 

＜事務局＞ はい。 

会長 他いかがでしょうか。 

米田委員 この生活排水処理基本計画、主に、前回と今回との大きな違いというの

を教えて欲しいのですが。 

前回の基本計画と比べてといいますか。違いがわからない。 

＜事務局＞ 1 つは 27年度から、市営浄化槽事業というのが始まりました。これは、

下水道整備が、今後、計画のない地域につきましては、市が設置主体とな

って、合併処理浄化槽を入れるという事業が 1 つ始まりました。それと合

わせまして、同じように、下水道が整備されない地域の中にございます団

地の共同の汚水処理施設があるのですが、これらも、今までは、その団地

さんで管理運営をしていただいていた訳ですが、それらにつきましては、

市の方へ移管をしていただきましたら、市の方が管理運営をしていきます

というふうな形で、この 2 点が新しく 27 年度から施策としまして、始ま

った事業ですので、そこら辺が、若干変わって参りました。 

会長 有難うございます。他いかがでしょうか。 
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会長 よろしいでしょうか。 

今後、今日の色々なご意見を反映した形で、次回以降、たたき台が出来

ますので、その時に、今日の意見を含めた形で、色々、ご意見いただいて、

最終案の形にしていきたいと思いますので。最終案は、先程ありましたよ

うに、数値目標を入れるような話も出てきますので、過去の結果も含めて、

津市は、ここまで出来ないのではないかっていうことも、現実的な数字に

するのか、或いは、目標を高く設定するのかも含めて皆さんのご意見も伺

った上で、議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

他、全般を通してご意見があるようでしたら。どうでしょうか。 

そうしましたら、有難うございました。ちょっと時間、過ぎてしまいま

したけれども、色々と活発にご意見いただきまして、本当に有難うござい

ました。そうしましたら、これで、一応、これ反映した形で、次回以降、

よろしくお願いいたします。 

それでは、事務局へお返しします。 

＜事務局＞ 今回、アンケート結果の報告をさせていただきまして、それを基に基本

方針の案をたたき台として、ご審議いただきました。今、言われたことも

踏まえながら、次回の審議会へ向けて、作成させていただきます。基本的

には、今回作らせていただいた基本方針の案を基にして、これから審議し

ていただく、それぞれの計画、細かいことが、どんどん入ってくると思い

ます。また、これからのごみの収集量とか、そういう形の数量というのは、

平成 28 年度の収集が終わらないことには分かりませんので、そういった

数字も、どんどん新しい素案の方に入れさせてもらいながら、提案をさせ

ていただきたいと思います。 

次回の第 4回審議会ですが、来年度の答申に向けてという形で、出来ま

したら 5 月頃を予定させてもらっております。まだ、日程等、何も決まっ

ておりませんが、早い内に、日程を、会長さんの方と決めさせていただき

まして、決まりましたら、開催通知を送付させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

会長 本当に、今日はどうも有難うございました。 

また、5月にある予定ですので、また、お手数をかけますが、よろしく

お願いいたします。 

本日は、どうも有難うございました。 

以上 


